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確定申告は、１月１日から12月31日までの１年間に生じた全ての所

得の金額とそれに対する所得税の金額を計算し、申告期限までに確定

申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金など

との過不足を精算する手続きだ。公的年金等については、「雑所得」と

して課税の対象となっており、一定金額以上を受給するときには所得

税が源泉徴収されているので、確定申告を行って税金の過不足を精算

する必要がある。

年金受給者にとって、毎年の確定申告手続きは、負担になっていた。

そこで、そのような申告にかかる年金受給者の負担を減らすため、

2011年分の所得税から「確定申告不要制度」が導入された。これによっ

て、多くの人が確定申告を行う必要がなくなっている。

確定申告不要制度の対象者は、（1）公的年金等の収入金額の合計額が

400万円以下、（2）公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以

下、のいずれにも該当する人だ。

注意したいのは、制度対象者でも所得税の還付を受けるためには確定申告が必要となることだ。公的年金等から所得税が源泉徴

収されている人で、マイホームを住宅ローンなどで取得した場合や一定額以上の医療費を支払った場合、災害や盗難にあった場

合などは、所得税の還付が受けられる可能性がある。このような場合に、所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出す

る必要がある。

年金受給者の確定申告不要制度
還付を受けるには確定申告が必要

税理士の

確定申告不要制度は、一見すると毎年の申告の手間が省け、年金受給者にとっては有益な制度です。しかし、

年金受給者の中には、年金収入のみで、医療費が多額の方も少なくないと思われます。確定申告をすれば還付

金が生じる可能性も高く、結果的に確定申告をした方が税額が少なくなることもありますので、今一度、昨年

の所得を見直してみてはいかがでしょうか。

確定申告をする場合は、年金収入以外の所得が20万円以下であっても、所得の全部を申告しなければならない

ので、申告される際はお気を付けください。
堺事業部　宮嶋亜湖



ベネッセとマクドナルドに学ぶ
社内外に対するリスクへの対応

個人情報を漏えいしたベネッセと不適切な原材料を使用したマクドナルドの不祥事は、「取引先の多様化とそのリスク管理」という

問題に対し、真摯に取り組む必要性を警鐘するきっかけとなりました。今後、社内外の「リスクへの対応」はますます重要になるでしょ

う。

本年７月、教育業界大手の株式会社ベネッセコーポレーションによる個人情報の漏洩や、ファーストフード業界最大手の日本マク

ドナルド株式会社による不適切な原材料使用という企業不祥事が相次ぎました。両社に共通していることは、問題が社内で発生した

のではなく、委託業者の過失により引き起こされたという事実です。

ベネッセではグループ会社が採用した派遣社員が、マクドナルドでは取引先企業の一部の従業員が不祥事を引き起こしています。つ

まり、会社に致命的なダメージを与える問題は、社内だけではなく社外にも存在しているということです。会社で起きる可能性のあ

る不祥事の範囲は広域化しており、なにが起こるかわからないというのが現状です。経営者は、想定外のことが起こる可能性を常に

認識していなければなりません。

万が一、顧客や関係者に損害を与える問題が発生した場合、経営者はどのように対応するべきでしょうか。ここで反面教師となる

のが、今回のベネッセやマクドナルドの初期対応です。ベネッセやマクドナルドは、いずれも「被害者意識」を持っており、自社は関

係なく外部の一部の人間によって引き起こされた問題だと判断していました。この意識は「自分たちは悪くない」という言い訳に聞こ

え、問題を大きくしてしまったと言えます。

どこで何が起きたとしても、顧客や関係者に何らかの損害を与えた以上は「会社は絶対的加害者」であることを忘れてはいけません。

そして、早急に原因の追究や再発防止の対策を行うとともに、従業員や顧客、株主、関係会社に対して、経営者自らが「加害者とし

ての誠意ある謝罪」を行う必要があります。わかっている情報は速やかに開示し、可能な限りの対応を迷わず行うことが重要です。

経営者ができることはすべてを明るみにし、その中から今後の対策の方向性を見出すことです。社内外やステークホルダーにすべて

を公開することが唯一信頼を取り戻す方法であると理解し、幅広く意見を受け入れ、信頼回復に努めることが経営者の責務なのです。

コンサルの

企業の不祥事が相次ぐ中、消費者が取り得る対策はあるのでしょうか。

例えば、個人情報の流出に関しては個人情報保護法があります。この法律は個人情報の取得・利用、流出防止

のための対策を講じることを定めるもので、流出した個人情報の回収や削除を規定するものではありません。

いったん情報が流出してしまえば、回収できる有効な手段はないということです。消費者としては、安易に個

人情報を記載しないこと、記載する場合は漏洩の可能性があるかどうかを慎重に判断するしかありません。ま

ずは、日常行為に潜在化するリスクを意識することが大切です。

経営コンサルティング事業部

河野真由

増加する大手企業の不祥事

被害者意識を持たずに対応する
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